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皆
さ
ん
が
使
う
水
道
水
の
ほ
と

ん
ど
は
、
北
上
川
か
ら
く
み
上
げ

き
れ
い
に
し
た
も
の
で
す
。
北
上

川
は
、
長
さ
が
２
４
９
㎞
に
も
及

ぶ
日
本
を
代
表
す
る
大
河
で
す

が
、
そ
の
源
流
が
ど
こ
に
あ
る
の

か
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。
源
流
に
触
れ
る
こ
と
で
、
水

の
大
切
さ
と
水
道
へ
の
理
解
を
よ

り
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
北
上

川
源
流
見
学
会
を
開
催
し
ま
す
。

７
月
７
日
（
日
）　

午
前

７
時
30
分
出
発
、
午
後
５
時
30
分

解
散
（
予
定
）

「
弓ゆ

は
ず弭
の
泉
」
岩
手
県
岩

手
郡
岩
手
町
御
堂

「
旧
松
尾
鉱
山
新
中
和
処
理
施

設
」
岩
手
県
岩
手
郡
岩
手
町

小
学
生
以
上
（
小

学
生
は
保
護
者
同
伴
）

】
40
人

２
０
０
０
円
（
昼
食

代
込
み
）

※
見
学
会
当
日
に
ご
持
参
く
だ  

さ
い
。

】
は
が
き
に
❶
住
所

（
郵
便
番
号
も
記
入
）
❷
氏
名
（
参

加
者
全
員
の
名
前
を
記
入
）
❸
年

齢
❹
電
話
番
号
❺
「
北
上
川
源
流

見
学
会
参
加
希
望
」
と
記
入
の
上

ご
応
募
く
だ
さ
い
。

〒
９
８
７

－

０
７
０
２

　

登
米
市
登
米
町
寺
池
目
子
待
井

３
８
１
番
地
１
「
登
米
市
水
道
事

業
所
水
道
管
理
課
」

※
１
枚
の
は
が
き
で
５
人
ま
で
応

　

募
で
き
ま
す
。６

月
21
日
（
金
）

必
着

※
参
加
者
多
数
の
場
合
は
抽
選  

　

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

水
道
事
業
所
水

道
管
理
課
（
経
営
管
理
係
）

☎
０
２
２
０
（
52
）
３
３
１
３

　

市
で
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の

一
環
と
し
て
、「
住
宅
用
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
」
を
設
置
す
る
皆

さ
ん
に
、
設
置
費
用
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。】

市
内
に
住
所
を
有
す

る
（
予
定
を
含
む
）
個
人
で
、
シ

ス
テ
ム
を
設
置
す
る
建
物
を
住
宅

と
し
て
使
用
す
る
人

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー

ル
の
公
称
最
大
出
力
１
㌗
あ
た
り

２
万
円
（
上
限
額
８
万
円
、
千
円

未
満
切
り
捨
て
）

国
の

住
宅
用
太
陽
光
発
電
導
入
支
援
補

助
金
の
交
付
を
受
け
る
シ
ス
テ
ム

で
、
平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
に

電
力
会
社
と
対
象
シ
ス
テ
ム
の
電

力
受
給
を
開
始
す
る
も
の
。
な

お
、
既
築
住
宅
に
設
置
す
る
場
合

は
、
原
則
と
し
て
市
内
に
所
在
す

る
事
業
者
が
受
注
す
る
も
の
に
限

り
ま
す
。

事
前
に
国
の
補
助

金
の
申
し
込
み
手
続
き
を
し
た
上

で
、
市
民
生
活
部
環
境
課
に
備
え

付
け
の
申
請
書 

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
添
付
書
類

を
添
え
て
環
境
課
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
申
し
込
み
の
際

に
は
、
必
ず
市
の
補
助
金
交
付
要

綱
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

平
成
25
年
６
月
５

日
（
水
）
〜
平
成
26
年
２
月
28
日

（
金
）
必
着

※
申
請
額
の
総
額
が
予
算
額
に
達

　

し
た
場
合
は
、
期
間
内
で
あ
っ

　

て
も
受
け
付
け
を
終
了
し
ま
す
。

】

市
民
生
活
部
環
境
課　

〒
９
８
７

－

０
４
０
１　

登
米
市

南
方
町
新
高
石
浦
１
３
０
番
地

☎
０
２
２
０
（
58
）
５
５
５
３

　市では、旧町単位で計画された個々の都市計画
を平成 21 年度に市全体の都市計画として再編し
ました。都市計画区域内の用途地域についても検
討を進め、平成 24 年度には土地の利用実態や将
来性から迫町佐沼地区の一部について用途地域の
新規指定と変更を、南方町新島前地区について用
途地域の新規指定をそれぞれ実施しました。今回
の新規指定と変更の概要は右記のとおりです。
　詳細は、住宅都市整備課で都市計画図を確認い
ただくか、市ホームページに掲載している該当区
域を含む都市計画図をご覧ください。

建設部住宅都市整備課（都市整備係）
☎　0220（34）2316

　市民の皆さんが安心して市民活動に参加できるよう、市
では市民活動総合補償制度を設けています。保険料は、市
が負担し保険会社と契約しますので、皆さんが事前に加入
や登録の手続きをする必要はありません。この補償制度は、
自治会や市民活動団体、その他市民活動をしている人が、
公益的な活動中のけがや、第三者を負傷させた場合、財物
に損害を与えた場合など不慮の事故を救済するためのもの
です。

市内を拠点として継続的、自発的に市民
活動を行う個人や団体

▶市内を拠点として継続的および自発的な社会貢献活動で、
　無報酬で公益性のある活動
※無報酬とは、労働の対価を得ていないことをいい、昼食
　代、交通費の実費程度は報酬に含みません。
▶市が主催・共催する市民活動に類する事業または行事で、
　市民が無報酬で参加する活動 　

企画部市民活動支援課
　　　　　　　☎ 0220（22）2173　FAX 0220（22）9164

　

市
で
は
、
こ
こ
ろ
の
病
気
を
理

解
し
、
こ
こ
ろ
の
健
康
を
大
切
に

考
え
る
人
の
輪
を
広
げ
な
が
ら
、

お
互
い
に
支
え
合
え
る
ま
ち
を
目

指
し
て
い
く
た
め
「
精
神
保
健
入

門
講
座
」
を
開
催
し
ま
す
。
最
近

関
心
が
高
く
な
っ
て
い
る
「
こ
こ

ろ
の
健
康
づ
く
り
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
研
修
内
容
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

市
役
所
南
方
庁
舎

こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く

り
を
応
援
し
た
い
人
（
先
着
20

人
）

電
話　
　

６
月
20
日
（
木
）市

民
生
活
部
健
康
推
進
課
（
地
域
保

健
係
）　

☎
０
２
２
０
（
58
）
２
１
１
６　


